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第 10章 仙台市震災廃棄物等対策実施要領の改正 

１．概要 

本市では，宮城県沖地震の再来に備え，「仙台市地域防災計画」（以下「地域防災計画」とい

う。）を策定し，震災廃棄物等の処理を所管する環境局（以下「当局」という。）では，平成 19

年２月に「仙台市震災廃棄物等対策実施要領」（平成 21 年３月一部改正。以下「要領」という。）

を定め，阪神・淡路大震災等における市町村等の対応状況及び国庫補助の適用範囲等の事例を踏

まえ，本市が処理する震災廃棄物等について，がれき及び粗大ごみ，並びに個人または中小事業

者の損壊建物を予め想定し，発生量の推計方法や処理方法など，一連の対応をマニュアル化して

いた。 

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災においては，地震動による広範囲に渡る建物被害

に加え，要領等において想定していなかった津波による膨大な量の震災廃棄物や津波堆積物が発

生し，「避難所を含むごみ・し尿の処理体制を速やかに復旧すること」と，「膨大な震災廃棄物

等の発生に対して，その処理を行うための方針を策定し，実施体制を新たに構築すること」など

の課題に直面した。 

職員は，要領で想定していた対応を参考としつつ，これらの課題を迅速かつ同時並行で解決す

るため，全力で対応してきた。 

今般の対応を振り返り，より実践的な内容となるよう，平成 24 年度当初から約１年間をかけて，

平成 25 年５月に要領を全部改正した。 

 

２．経緯 

当局は，平成 23 年８月に今般の初動対応に伴い生じた課題の抽出に着手し，平成 23 年 11 月

にとりまとめ，これを基礎資料として，平成 24 年３月に要領改正に当たっての基本的な方向性を

とりまとめた。 

要領は，地域防災計画「廃棄物処理計画」に基づく具体的な「廃棄物収集運搬・処理処分計画」

と位置づけられる（図 10-1）ため，平成 24 年度当初から着手された地域防災計画の見直し作業

にあわせて，具体的な要領見直し作業に着手した。 

 

図 10-1 要領の位置づけ 

災害対策基本法（国）

防災業務計画（各省庁）

宮城県地域防災計画（宮城県）

仙台市地域防災計画
（廃棄物処理計画）

仙台市基本構想

仙台市基本計画

仙台市震災廃棄物等対策実施要領

仙台市

東日本大震災による被害・課題

これまでの地震被害想定等

防災基本計画（国）

仙台市震災復興計画
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見直しの目的は，今般の対応を振り返り，限られた人員の中で，迅速かつ効率・効果的に業務

を実施できるよう，改めて「組織体制と担当する業務内容を検討」するとともに，東日本大震災

も被害想定に加え，「要領に規定していなかった津波被害等による業務を追記し，規定していた

業務についても，必要な修正を加えた上で具体的に記述すること」により，将来の災害対応の円

滑な実施につなげることとした。 

具体的な見直し作業に当たっては，平成 24 年 10 月に，当局全ての室課公所にて構成した「PT

（プロジェクトチーム）全体会」と，その中に廃棄物担当課にて構成した「PT 幹事会」を立ち上

げ実施することとした（事務局：総務課，ごみ減量推進課）。 

要領の見直し案は，職員へのヒアリング等も実施しつつ，PT 全体会・PT 幹事会（計５回）に

より，平成 24 年度末にとりまとめ，同時期に全面修正した地域防災計画の記述内容等も踏まえた

最終調整を行い，平成 25 年５月に要領を全部改正した（表 10-1）。 

 

表 10-1 要領見直しの経緯 

時期 事項 

平成 23 年８～11 月 東日本大震災の対応に係る課題抽出とりまとめ 

平成 24 年１～３月 要領改正に当たっての基本的な方向性とりまとめ 

４～９月 要領見直し作業着手，改定方針とりまとめ 

10 月 PT 全体会・PT 幹事会立上げ 

12 月 要領全部改正素案策定 

平成 25 年５月 要領全部改正 

 

３．見直しの内容 

ア 組織体制の見直し 

 従来の要領においては，原則として，一つのチーム（業務）を一つの課が担当することとし

ていたが，「計画担当チーム」及び「仮置き場等チーム」は，複数担当課制（「プロジェクト

チーム制」）に見直すこととした（表 10-2）。これは，東日本大震災における対応を踏まえ，

特に，初動対応に当たっては，特定の課が担当するよりも，関係課から，特に，業務に精通し

ている職員を横断的に招集するほうが良いと判断したためである。 

 「計画担当チーム」は，時々刻々と変化する被害状況や各処理工程の復旧状況を踏まえ，震

災廃棄物等の発生量を推計しつつ，収集から最終処分・リサイクルまでの一連の業務体制を構

築しなければならないため，当該業務に精通している職員数名を関係課から横断的に招集して

対応することとした。 

具体的には，総務課職員が被害状況を情報提供等しつつ，施設課職員ががれき等の発生量を

推計し処理処分体制を，廃棄物管理課職員が収集運搬体制をそれぞれ検討し，ごみ減量推進課

職員が仮置き場等の設置を含む全体の処理計画をとりまとめることについて想定したものであ

る。 

 「仮置き場等チーム」は，特に迅速な設置と適切な運営管理が求められ，かつ，設置時には

専門的な知識，運営管理時には交通誘導・市民対応などの業務に対して，それぞれ多数の人手
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が必要とされることから，廃棄物処理事業に精通した技術職・技能職を有する複数の課が担当

することとした。 

なお，今般の対応を踏まえ，津波漂着がれきの撤去に係る業務を追記した「がれき・解体撤去

チーム」は，従来の要領においても複数の課が担当することとしていたが，他チームから建築・

土木等専門的な知識を有する技術職員を配置するなど配慮することとした。また，被害状況及び

業務量によっては新たな組織を設置して業務を引き継ぐなど，迅速な復旧のための必要な体制作

りを適宜検討することとした。

 

表 10-2 要領見直し前後の震災廃棄物等処理チームの担当課 

 

イ 業務内容の見直し 

 震災発生時には，各チームが行う業務の必要性及び優先順位及び人員・組織体制の確保等に

ついてより迅速な判断が求められるため，その前提となる被害状況等の情報集約及び庁内外関

係機関との連絡調整等について追記・詳述した。 

 また，迅速な業務の立上げが求められることから，震災発生時から概ね２週間までの期間に

おける「初動・初期対応」，並びに概ね１か月までの期間における「中・過渡期対応」に係る

業務について，予め想定し追記・詳述した（表 10-3）。 

なお，東日本大震災対応時において，大きな課題となった燃料調達のほか，庁内各施設管理

者によるがれき等撤去体制など，全市対応が必要となる事項は，地域防災計画にて整理し記述

した。 

 

担当チーム名 主な業務 旧 新
総務担当 総合調整チーム ○市災害対策本部・庁内外関係機関との連

絡調整
○震災廃棄物等対策関係情報の集約およ
び進行管理
○震災廃棄物等処理実施計画の策定

総務課 同左

対外交渉・市民広報
チーム

○震災廃棄物等対策の市民周知
○市民からの問い合わせ対応

リサイクル推進課 同左
（ごみ減量推進課へ
名称変更）

震災廃棄物
担当

計画担当チーム ○がれき等発生量の算定
○収集運搬車両・処理施設能力の算定およ
び手配
○仮置場等の必要箇所・面積の算定および
手配

廃棄物管理課 総務課
ごみ減量推進課
廃棄物管理課
施設課

がれき・解体撤去チー
ム

○がれきの撤去
○倒壊家屋等の解体撤去

環境企画課
環境都市推進課
環境対策課

同左

仮置場等チーム ○市民用仮置場の設置および運営管理
○がれき搬入場の設置および運営管理

各環境事業所 ごみ減量推進課
廃棄物管理課
廃棄物指導課
各環境事業所

事業者指導チーム ○事業者指導
○不法投棄・不適正排出対策

廃棄物指導課 同左

収集担当 ごみ収集・し尿処理
チーム

○ごみ収集運搬の管理
○し尿収集運搬・処理の管理

廃棄物管理課 同左

仮設トイレチーム ○仮設トイレの設置・維持管理，簡易トイレ
の運用

各環境事業所 廃棄物管理課
各環境事業所

処理担当 処理施設チーム ○備品の備蓄・点検
○処理施設復旧
○代替処理施設の確保

施設課・各工場 同左
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表 10-3 初動・初期及び中・過渡期における各チームの主な対応業務 

  

さらに，各チームの業務についても，特に初動・初期対応時において，円滑に立ち上げられ

るよう，できる限り詳述した（表 10-4）。 

 例えば，仮置き場等の設置・運営管理業務については，今般の対応において，「市民に対し

て，仮置き場の受入対象物や分別方法等を的確にアナウンスできなかった」など，現場担当者

から多くの意見が寄せられたため，それぞれの受入対象物の明示及び分別区分の細分化など，

必要な見直しを行うとともに，設置から閉鎖に至るまでの運営管理方法も示した。 

また，市民が自宅の片付けなどに伴い発生した震災ごみ（粗大ごみ等）を持ち込む仮置き場

「市民用仮置き場」と，損壊家屋由来のがれきや津波堆積物を保管し，発生量によっては破砕・

焼却等の処理も行う仮置き場（中間処理場）「がれき搬入場」の２つに区分した。加えて，仮

置き場等の設置に当たっては，その候補地の選定が急がれるため，従来示していた仮置き場等

候補地 26 か所について，当局にて，現時点における市内の公園のうち，次の要件を可能な限り

満たすものを選定した。 

・周辺地区から候補地に至る動線について，ある程度の渋滞が許容でき，かつ，搬出車両（10

ｔ車）の進入が可能であること 

・場内の動線及び分別保管するため，10,000m2（１ha）以上の面積（平坦地）が確保できるこ

と 

・候補地の近隣に住宅密集地がないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事項 初動・初期対応業務（～2週間） 中・過渡期対応業務（～約1ヵ月）

震災廃棄物等処理 ・がれき等発生量の推計
【計画，がれき･解体撤去】

・ごみ・し尿発生量の推計
【ごみ収集・し尿処理】

・避難所等廃棄物の緊急処理
【ごみ収集・し尿処理，仮設トイレ】

・焼却工場等施設の復旧
【処理施設】

・仮置場等設置検討・整備
【計画，仮置場等】

・ごみ・し尿処理体制の確保
【計画，ごみ・し尿処理，処理施設】

・処理・再資源化開始
【仮置場等，ごみ・し尿処理，処理施設】

・仮設焼却炉の設置検討
【計画，仮置場等，処理施設】

・解体撤去受付窓口の設置
【がれき・解体撤去】

・がれき・解体撤去開始と現場確認
【がれき・解体撤去】

市民への広報周知 ・プレス発表，広報誌・ホームページ掲載，問い合わせ対応 【対外交渉・市民広報】
国・県および市町
村並びに関係団体
との協働

・国庫補助対象事業の確認
【総合調整】

・他都市・関係団体への支援要請の検討
【全チーム】

・国庫補助申請等の手続き確認
【総合調整】

・復興推進本部との調整
【総合調整】

348



第 10章 仙台市震災廃棄物等対策実施要領の改正 

表 10-4 想定される震災廃棄物・収集・処理担当チームの主な初動対応 

 

 

 

 

 

時系列
震災廃棄物担当

がれき・解体撤去チーム 仮置場等チーム

発災 職員の安否，一般廃棄物処理施設等の被災状況確認，実動職員の確保

２日 【市消防部署等】主要道路啓開（単車線），人命救助

３日 市民自己搬入用仮置き場用地の確保

４日

５日 仮置き場設置に係る町内会等説明

６日
土木職確保 土木職確保，仮置き場造成工事，運営管

理業務委託

７日
【都道府県】機械損料，人件費の考え方
等積算方針整理

市民自己搬入用仮置き場設置

10日
建設業界打合せ 建築職確保

【都道府県】解体単価の考え方整理）
行方不明者捜索に係るがれき搬入場用
地の確保

２週間
積算，契約
【市消防部署等】行方不明者捜索等に係
るがれき等撤去の実施

受付窓口の整理（機材，人員確保），解
体業界打合せ

３週間
がれき搬入場までのアクセス道路啓開
（２車線）

システム構築（固定資産データ調整） 産業廃棄物業界打合せ

１か月 がれき等撤去本格実施
契約システムの構築(建築職：積算単価，
契約先，施工監理）

がれき搬入場造成工事，運営管理業務
委託

２か月
申請受付開始 中間処理体制の構築，リサイクル手法の

検討

時系列
収集担当 処理担当

ごみ収集・し尿処理チーム 仮設トイレチーム 処理施設チーム

発災 職員の安否，一般廃棄物処理施設等の被災状況確認，実動職員の確保

２日

指定避難所設置箇所の確認，不足仮設
トイレの手配・設置
収集運搬車両，搬出先（中継貯留施設
等）の確保

復旧計画，焼却炉立ち上げ時期の見極
め，ピット残量の確認
代替施設の検討

３日
避難所ごみ，家庭ごみ（可燃ごみ），し尿
収集運搬開始
収集運搬車両，燃料，工場搬入手配

家庭ごみ（可燃ごみ）の受入れ

４日

５日

６日

７日
仮設トイレから通常し尿収集への移行
（仮設トイレ収集は他都市応援）

10日

２週間

３週間 一般廃棄物処理体制の復旧

１か月 仮設トイレの廃棄手配 仮設焼却炉選定委員会

２か月 仮設焼却炉契約
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その上で，各区公園管理担当課の支援を得て，公園の規模及び立地条件，並びにその他周辺環

境等により適性を判断し，候補地を 39 か所に改めた。 

 また，仮置き場等が迅速かつ的確に設置できるよう，平面図及び造成・運営用使用備品など，

具体的に例示することとした（図 10-2）。 

 

図 10-2 東日本大震災時の市民用仮置き場平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜造成用使用備品（例）＞ 

敷設用鉄板（1.5×6m）：168 枚 

  〃  （1.5×3m）：8 枚 

フェンス（1.8×1.8m）：232 枚 

防風ネット（H=5m） 

その他（出入口コンクリート打設等） 

＜運営用使用備品（例）＞ 

重機類（油圧ショベル，移動式クレーン等） 

洗浄機２台（退出車両下回り・タイヤ洗浄用） 

消火器 16本（作業員控室前），その他（作業員控室，仮設トイレ等） 

＜その他留意事項＞ 

東日本大震災時は，家電４品目・ＰＣについても，その処理費用が国庫補助の対象であることを確認

した後，市民用仮置場への搬入を認めた。 

搬入物検査員（市職員）      ２名 

車両誘導員（委託業者）      ６名 

退出車両タイヤ洗浄員（委託業者） ２名 

場内誘導員（委託業者）     １１名 
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４．将来に向けた課題等 

従来の要領は，津波被害を想定していなかったことなどもあり，東日本大震災における対応の

全ての場面で適用できるものではなかった。 

これに加えて，東日本大震災の初動等の対応も振り返り，実際の業務に従事する際に，特に初

動・初期に少しでも円滑に対応できる内容となるよう，要領を全部改正した。今般の要領の見直

しにより，一定のとりまとめがなされたと考えるが，より効果的・効率的な実践対応が図られる

よう，今後も定期的に内容を見直すことが必要である。また，今後の災害に備え，職員一人ひと

りが要領の内容を把握し実践することを想定し，定期的に実地訓練等も行う必要があると考える。 
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